
（請求人による通し番号２－７）  

以下の〖事実関係１〗および〖事実関係２〗を踏まえて，後述する（１）～（３）

の情報の開示を求めます。なお，本請求書は，上尾市教育委員会に対して情報の開

示を求めるものであり，人権男女共同推進課への情報開示請求ではないことを申

し添えます。  

〖事実関係１〗  

上尾市の HP（人権男女共同推進課）に「審議会等における女性の登用状況」が

掲載されています（ＨＰ参照）。  

この資料から，次のことが分かります。  

＊教育委員は総数５人であり，うち女性は１人。女性比率は 20.0%であること。  

＊女性比率が 40%に満たない理由として「専門性が高く女性が少ない」を挙げて

いること。  

＊担当課は教育総務課であること。  

 

〖事実関係２〗  

2022.10.05 に開催された「令和４年度  上尾市男女共同参画審議会  第１回」の

会議録（議事の経過）に次の記述があります。  

 



会議録のとおり，三家本委員は「教育機関の方々でさえ，専門性が高いので女性

は選べませんという考えをもっていることが問題だと思う」と発言しています。  

 なお，元上尾市教育委員の甲原裕子氏も上尾市男女共同審議会委員の一人とな

っています。  

 

 以上の事実関係を踏まえて，以下の情報の開示を求めます。  

（１）  上述の資料「審議会等における女性の登用状況」の「女性比率が 40％に満

たない理由」について，教育総務課として「専門性が高く女性が少ない」を

挙げた理由と経緯が判別できる文書・資料等。  

（２）  「令和４年度  上尾市男女共同参画審議会  第１回」の席上，三家本委員の

「教育機関の方々でさえ，専門性が高いので女性は選べませんという考えを

もっていることが問題だと思う」との発言については当然教育総務課として

了知していると考えられます。そこで，この発言に対してどう対応したかが

判別できる文書・資料等。  

（３）  上記（２）の審議会には甲原裕子氏は欠席していますが，会議録については

当然ながら後日送付されていると思われます。甲原氏は元教育委員であるこ

とから，三家本委員の発言については，市教委事務局に連絡していると考え

られます。そのことが判別できる文書・資料等。  

 

 

 

【情報公開請求の結果】（１）～（３）とも「文書不存在により非公開」  

ただし，教育総務課職員による口頭説明により，「審議会等における女性の

登用状況」の「女性比率が 40％に満たない理由」についての回答は合議では

なく，教育総務課長の専決であったことが明らかになりました。  


